
物 品 購 入 契 約 書 

 

 

１ 品名及び数量 

  医療情報システム端末購入 １５台 

 

２ 納入場所 

   地方独立行政法人三重県立総合医療センター 

   三重県四日市市大字日永 5450番地 132 

 

３ 納入期限 

契約日から令和８年３月３１日まで 

 

４ 契約金額 

   金      円 

   うち取引に係る消費税及び地方消費税の額    円 

 

５ 契約保証金 

   金     円（または免 除） 

 

 発注者 地方独立行政法人三重県立総合医療センター（以下「甲」という。）と、受注

者 ●●●●株式会社（以下「乙」という。）との間において、上記物品の購入について

契約を締結し、地方独立行政法人三重県立総合医療センター会計規程（以下「会計規程」

という。）及び次の条件によって互いに契約を履行する。 

 この契約締結の証として、本契約書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれ 

１通を保有する。 

 

令和７年●●月●●日 

 

（甲） 三重県四日市市大字日永 5450番地 132 

    地方独立行政法人三重県立総合医療センター 

    理事長     新 保 秀 人 

 

（乙） ●●県●●●市●●町●丁目●番●号 

    ●●●●株式会社 

    代表取締役   ● ● ● ● 



（総則） 

第１条 乙は、別添仕様書（その他付随する一切の書類を含む。以下「仕様書等」とい

う。）に従いこれを履行しなければならない。 

２ 前項の仕様書等に明記されていないものについては、その都度甲乙協議して定める。 

（権利義務の譲渡等） 

第２条 乙は、この契約に基づく権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはな

らない。ただし、書面により甲の承認を得た場合、又は信用保証協会及び中小企業信

用保険法施行令（昭和 25 年政令第 350 号）第１条の３に規定する金融機関に対して

売掛債権を譲渡する場合にあってはこの限りではない。 

（秘密の保持） 

第３条 乙は、この契約の履行中に知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 本条の規定は、本契約終了後又は契約解除後も適用する。 

（個人情報の保護） 

第４条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱については、別記

「個人情報の取扱いに関する特記事項」を守らなければならない。 

（契約内容の変更等） 

第５条 甲は、必要があるときは、契約の内容を変更し、又は物品の全部若しくは一部

の納入を一時中止することができる。この場合において、納入期限又は契約金額を変

更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。 

２ 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければ

ならない。この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。 

（納入期限の延長） 

第６条 乙は、天災その他不可抗力、又はその他乙の責めに帰すことができない事由に

より納入期限までに物品を納入することができないときは、甲に対して遅滞なくその

事由を明らかにした書面により納入期限の延長を求めることができる。この場合にお

ける延長日数は、甲乙協議して書面により定める。 

（危険負担） 

第７条 第９条の規定による引渡し前の物品の滅失、損傷その他の損害については、乙

の負担とする。ただし、甲の責めに帰すべき事由による場合は、甲の負担とする。 

２ 甲乙双方の責めに帰することができない事由により、引渡し前に物品の滅失、損傷

その他の損害があった場合には、甲は契約を解除することができる。 

（納入の通知等） 

第８条 乙は、物品を納入しようとするときは、その旨を甲に通知しなければならない。 

２ 乙は、物品を納入するときは、当該物品に納品書を添えなければならない。 

（検査及び引渡し） 

第９条 甲は、乙から前条第１項の規定による通知を受けたときは、その日から起算し

て 10 日以内に、原則として乙の立会いのうえ検査を行い、検査に合格した場合、乙

は、速やかに甲にその物品を引渡さなければならない。 

２ 乙が前項の検査に立会わないときは、甲は検査を行い、当該検査の結果を乙に通知



するものとする。このとき、乙は、甲の検査の結果について異議を申し立てることは

できない。 

３ 第１項の検査に合格しないときは、乙は、甲の指示により代替品と引換え、又は不

足物を引渡し、若しくは修補のうえ納入し、再検査を受けなければならない。この場

合においては、前２項の規定を準用する。 

４ 物品の納入及び検査に要する費用は、特別の定めをした場合を除き乙の負担とする。 

（契約代金の支払） 

第 10 条 乙は、前条に規定する検査に合格し、物品の引渡しを完了したときは、書面

により甲に対して契約代金の支払を請求することができる。 

２ 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に契

約代金を支払わなければならない。 

３ 甲がその責めに帰すべき事由により前条第１項の期間内に検査をしないときは、そ

の期限の翌日から検査した日までの期間の日数は、前項の期間（以下「約定期間」と

いう。）の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期

間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日におい

て満了したものとみなす。 

４ 甲がその責めに帰すべき事由により第２項の支払期限までに契約代金を支払わな

いときは、甲は、支払期限の翌日から支払い当日までの日数に応じ、当該支払金額に

政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）第８条の規定に

基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じた額を遅延利息として乙に

支払うものとする。 

（契約不適合責任） 

第 11 条 甲は、乙が納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合し

ない状態（以下「契約不適合」という。）があるときは、乙に対してその修補、代替

物の引渡し、不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、乙

は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法に

よる履行の追完をすることができる。 

２ 前項に規定する場合において、甲は、同項に規定する履行の追完の請求（以下「追

完請求」という。）に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除

をすることができる。 

３ 第１項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、

その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて契約金額の

減額を請求することができる。この場合において、契約金額の減額の割合は引渡し日

を基準とする。 

４ 追完請求、前項に規定する契約金額の減額の請求（以下「契約金額減額請求」とい

う。）、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によ

るものであるときはすることはできない。 

５ 甲が契約不適合（数量に関する契約不適合を除く。）を知った時から 1 年以内にそ

の旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、追完請求、契約金額

減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡

しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限り

でない。 



（履行遅滞の場合における違約金） 

第 12 条 乙がその責めに帰すべき事由により、修繕業務を契約期間内に完了できない

場合は、遅延日数に応じ、頭書の契約金額（物品等修繕契約の一部のみを履行する場

合であって、甲が認める場合には、既履行部分に係る契約代金を控除した額）に政府

契約の支払遅延防止等に関する法律第８条第１項に規定する政府契約の支払遅延に

対する遅延利息の率と同率を乗じた額を違約金として甲に支払うものとする。 

２ 前項の規定及び第８条第３項の規定による代替品と引換え、又は不足物を引渡し、

若しくは修補後の納入において納入期限を経過した場合の違約金の計算の基礎とな

る日数には、検査に要した日数を算入しないものとする。 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第 13 条 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、第 15 条及び第 16 条に

規定する契約解除をするか否かを問わず、乙は甲の請求に基づき、契約金額（この契

約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の 10 分の２に相

当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 

(1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22

年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は乙が構

成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことによ

り、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条

の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納

付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令

が独占禁止法第 63条第２項の規定により取り消された場合を含む。）。 

(2) 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命

令（これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体（以下「乙等」という。）

に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して

行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該

命令をいう。次号において同じ。）において、この契約に関し、独占禁止法第３条

又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされ

たとき。 

(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第３条又は

第８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為

の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間（これらの

命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対して納付命令を行い、これが確

定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為

の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、

当該取引分野に該当するものであるとき。 

(4) この契約に関し、乙（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明

治 40年法律第 45号）第 96条の６若しくは第 198条又は独占禁止法第 89条第１項

若しくは第 95条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

２ 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金を超える場合にお

いては、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 

（不当介入に対する措置） 

第 14 条 乙は、契約の履行に当たって「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団



等排除措置要綱」第２条に規定する暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等（以

下「暴力団等」という。）による不当介入を受けたときは次の義務を負うものとする。 

(1) 断固として不当介入を拒否すること。 

(2) 警察に通報するとともに、捜査上必要な協力をすること。 

(3) 甲に報告すること。 

(4) 契約の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより納期に遅れが

生じる等の被害が生じるおそれがある場合、甲と協議を行うこと。 

（甲の解除権） 

第 15 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せずに直

ちに契約の全部又は一部を解除することができるものとし、このことにより乙に損害

が生じても、甲はその責めを負わないものとする。 

(1) 納入期限までに物品の納入を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。 

(2) 第８条第１項の検査の結果、物品の全部又は一部が不合格となり、合格すると認

められる物品を納入することができないと甲が認めたとき。 

(3) 前各号に掲げる場合のほか、乙が契約に違反し、その違反により契約の目的を達

することができないと認められるとき。 

(4) この契約に関し、不正又は不誠実な行為をしたと甲が認めたとき。 

(5)「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第３条又は第４

条の規定により、「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止措置

を受けたとき。 

(6) この契約に関し、暴力団等による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通

報若しくは甲への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為を行ったと認められるとき。 

２ 甲は、前項の規定により契約を解除するときは、その旨を書面により通知するもの

とする。 

３ 甲は、第１項の規定により契約を解除した場合において、既納物品があるときは、

甲の所有とすることができる。この場合において、甲は、当該物品の契約代金相当額

を乙に支払わなければならない。 

（契約が解除された場合等の違約金） 

第 15 条の２ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額（この

契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の 10 分の１に

相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。なお、

会社更生法（平成 14年法律第 154号）又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に

基づく会社更生手続開始等がなされ、三重県建設工事等入札参加資格の再審査に係る

認定を受けている者（裁判所が更生計画等認可を決定するまでの間に限る）にあって

は 10 分の３に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければな

らない。ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、こ

の限りではない。 

(1) 前条第１項の規定により契約が解除された場合 

(2) 乙がこの契約の履行を拒否し、又は乙の契約の履行が不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみ

なす。 

(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成 16年法律



第 75号）の規定により選任された破産管財人 

(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法の規定により

選任された管財人 

(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法の規定により

選任された再生債務者等 

３ 第１項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われて

いるときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。 

（乙の解除権） 

第 16条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 

(1) 天災その他の不可抗力により物品を納入することが不可能となったとき。 

(2) 甲の責めに帰すべき事由により、物品を納入することが不可能となったとき。 

２ 第 15条第３項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。 

３ 第１項第２号の規定により契約を解除した場合には、甲はこれによって生じた乙の

損害を賠償しなければならない。ただし、その賠償額は甲乙協議して定める。 

（損害賠償） 

第 17条 第 15条の場合において、甲に損害が生じたときは、甲は乙に対して契約保証

金又は第 15 条の２第１項の違約金を超える部分については、その賠償を求めること

ができる。 

 ただし、その債務の不履行が契約その他債務の発生原因及び取引上の社会通念に照ら

して乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではな

い。 

（債権債務の相殺） 

第 18 条 甲は、この契約により乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、契約代金

と相殺することができる。この場合において、乙の支払うべき金額が甲の支払うべき

金額を超過するときは、乙は、その不足額について甲の指示するところによりこれを

納入しなければならない。 

（紛争の解決） 

第 19 条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき、協議が整わな

い場合、その他この契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合には甲乙協議により選任

した者のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合における紛争の処理に要

する費用は、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き各自これを負担する。 

（管轄裁判所） 

第 20 条 この契約に関する訴訟又は調停については、甲の事務所の所在地を管轄する

裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。 

（補則） 

第 21条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。 

  



別記 

個人情報の取扱いに関する特記事項 

 

注）「甲」は三重県立総合医療センターを、「乙」は受注者をいう。 

（基本的事項） 

第１条 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、

個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならな

い。 

   また乙は、個人番号を含む個人情報取扱事務を実施する場合には、「行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（平成 25 年法律第 27号。

以下「番号法」という。）等関係法令を遵守すること。 

（秘密の保持） 

第２条 乙は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報を甲の承諾なしに

他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とす

る。 

（責任体制の整備） 

第３条 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を

維持しなければならない。 

（責任者等の報告） 

第４条 乙は、この契約による個人情報の取扱いの責任者（以下「個人情報保護責任者」と

いう。」）及び業務に従事する者（以下「作業従事者」という。）を定め、書面により甲

に報告しなければならない。 

 ２ 乙は、前項の個人情報保護責任者及び作業従事者を変更する場合は、あらかじめ甲に報

告しなければならない。 

（作業場所等の特定） 

第５条 乙は、個人情報を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）とその移送方法を定

め、業務の着手前に書面により甲に報告しなければならない。 

 ２ 乙は、作業場所及び移送方法を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければ

ならない。 

 ３ 乙は、甲の事務所内に作業場所を設置する場合は、個人情報保護責任者及び作業従事者

に対して、身分証明書を常時携帯させ、名札等を着用させて業務に従事させなければな

らない。 

（保有の制限） 

第６条 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を保有するときは、事務の目

的を明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正

な手段により行わなければならない。 

 ２ 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を保有するときは、甲の指示に従

わなければならない。 

（利用及び提供の制限） 

第７条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的の



ために利用し、又は第三者に提供してはならない。 

（教育の実施） 

第８条 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、

その事務に関して知ることができた個人情報を他に漏らしてはならないこと、契約の目

的以外の目的に使用してはならないこと及び個人情報の保護に関する法律（平成 15年

法律第 57 号）（以下「個人情報保護法」という。）第 66 条第２項及び第 67条、個人情

報保護法及び番号法に定める罰則規定並びに本特記事項において従事者が遵守すべき

事項、その他この契約による業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を

しなければならない。 

（派遣労働者等の利用時の措置） 

第９条 乙は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に

行わせる場合は、正社員以外の労働者についての労働派遣契約書において個人情報の取

扱いを明示する等、正社員以外の労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなけ

ればならない。 

 ２ 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者による個人情報の処理に関する結果について責

任を負うものとする。 

（再委託の禁止） 

第 10 条 乙は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、

甲が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。 

   また、甲の承諾を得て乙が再委託する場合には、乙は、本条第２項から第６項の措置

を講ずるものとし、再々委託を行う場合以降も同様とする。 

 ２ 乙は、個人情報の処理を再委託する場合又は再委託の内容を変更する場合は、あらかじ

め次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して前項の承諾を得なければな

らない。 

一 再委託する業務の内容 

二 再委託先 

三 再委託の期間 

四 再委託が必要な理由 

五 再委託先に求める個人情報保護措置の内容 

六 前号の個人情報保護措置の内容を遵守し、個人情報を適切に取り扱うという再委

託先の誓約 

七 再委託先の監督方法 

八 その他甲が必要と認める事項 

 ３ 乙は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託先における次の事項を記載した書面を甲

に提出しなければならない。 

一 再委託先 

二 再委託する業務の内容 

三 再委託の期間 

四 再委託先の責任体制等 

五 再委託先の個人情報の保護に関する事項の内容及び監督方法 

六 その他甲が必要と認める事項 

 ４ 乙は、前項の内容を変更する場合、事前に書面により甲に報告しなければならない。 



 ５ 乙は、再委託を行った場合、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとと

もに、乙と再委託先との契約内容にかかわらず、甲に対して、再委託先による個人情報

の処理及びその結果について責任を負うものとする。 

 ６ 乙は、再委託を行った場合、その履行状況を管理・監督するとともに、甲の求めに応じ

て、管理・監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。 

（個人情報の適正管理） 

第 11 条 乙は、この契約による事務を行うために利用する個人情報を保持している間は、

次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。 

一 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理可能な保管室で厳重に個人情報

を保管すること。 

二 甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出

さないこと。 

三 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同

等以上の保護措置を施すこと。 

四 甲から引き渡された個人情報を甲の指示又は承諾を得ることなく複製又は複写し

ないこと。 

五 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバ

ックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検す

ること。 

六 個人情報を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その他の個人情報の取

扱いの状況を当該台帳に記録すること。 

七 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他私用物を持ち込んで、個人情

報を扱う作業を行わせないこと。 

八 個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏えいにつながると考え

られる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。 

（受渡し） 

第 12条 乙は、この契約において利用する個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手

段、日時及び場所で行うものとし、個人情報の引渡しを受けた場合は、甲に受領書を提

出しなければならない。 

（個人情報の返還、廃棄又は消去） 

第 13条 乙は、この契約による事務を処理するために保有した個人情報について、事務完

了後、甲の指示に基づいて個人情報を返還、廃棄又は消去しなければならない。 

 ２ 乙は、第１項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報

が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 

 ３ 乙は、パソコン等に記録された第１項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフト

ウェアを使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去

しなければならない。 

 ４ 乙は、個人情報を廃棄又は消去したときは、廃棄又は消去を行った日、責任者名及び廃

棄又は消去の内容を記録し、書面により甲に報告しなければならない。 

 ５ 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければな

らない。 



（点検の実施） 

第 14条 乙は、甲から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、個人情

報の取扱いに関する点検を実施し、直ちに甲に報告しなければならない。 

（検査及び立入調査） 

第 15条 甲は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本特記事項に基づき必要な

措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先等に対して検査

を行うことができる。 

２ 甲は、前項の目的を達するため、作業場所を立入調査することができるものとし、乙に

対して必要な情報を求め、又はこの契約による事務の執行に関して必要な指示をするこ

とができる。 

（事故発生時の対応） 

第 16条 乙は、この契約による事務の処理に関して個人情報の漏えい等の事故が発生した

場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に

関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、甲の指

示に従わなければならない。 

 ２ 乙は、甲と協議のうえ、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限

り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならな

い。 

（契約の解除） 

第 17条 甲は、乙が本特記事項に定める義務を履行しない場合及び個人情報保護法に違反

した場合は、この契約による業務の全部又は一部を解除することができる。 

 ２ 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、

その損害の賠償を請求することはできないものとする。 

（損害賠償） 

第 18条 乙の故意又は過失を問わず、乙が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことに

より、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなけ

ればならない。 

 


